
定例選挙管理委員会議事録 

 

 下記のとおり選挙管理委員会を開催したので、議事の要旨について記録する。 

１．日 時  平成30年12月25日（火）、午後3時～午後3時30分 

２．出席者  （委員長）村山義信（委員）服部裕子、前田早苗 

       （事務局）江原書記長、後藤書記、石川書記 

３．議 題  (1) 平成30年11月27日開催の選挙管理委員会議事録について 

       (2) 半田市公職選挙管理規程の一部改正について 

       (3) 半田市議会議員及び半田市長の選挙における選挙運動用ビ

ラの作成の公営に関する規程の制定について 

４. 報告事項 (1) 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等

の期日等の臨時特例に関する法律の施行について 

       (2) 新成人向け選挙啓発の実施について 

       (3) その他 

        ・次回の選挙管理委員会について 

 

【議事】 

委員長 委員会の開催宣言。 

議題(1)「平成30年11月27日開催の選挙管理委員会議事録」につい

て、事務局に説明を求めた。 

事務局  議事録について説明し、内容、質問及び意見等の有無を確認した。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 議事録の表記として「人」と「名」が混在しているため、統一した

方がよいと考える。 

事務局 人数表記については、「人」にて表記することにします。なお、今

回分も修正を行います。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 事務局作成の議事録のとおり承認することを決定した。 

半田市選挙管理委員会規程第十四条に基づき、今回の署名者は前田

委員を指名した。 

議題(2)「半田市公職選挙管理規程の一部改正」について、事務局

に説明を求めた。 

事務局 「半田市公職選挙管理規程の一部改正」について、資料に基づき説



明した。 

公職選挙法の一部が改正され、地方議会議員の選挙における選挙運

動用ビラの頒布が解禁となったことに伴い、12月議会に「半田市議会

議員及び半田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関

する条例」を上程した。議案については、議会にて可決された。この

ため、市議会の議員における選挙運動用ビラの届出及び選挙運動用ビ

ラの証紙の取扱を定める旨を追加するために、一部改正を行うもので

ある。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長  議題(2)「半田市公職選挙管理規程の一部改正」について事務局提

示案のとおり決定した。 

 次に、議題(3)「半田市議会議員及び半田市長の選挙における選挙

運動用ビラの作成の公営に関する規程の制定」について、事務局に説

明を求めた。 

事務局 「半田市議会議員及び半田市長の選挙における選挙運動用ビラの

作成の公営に関する規程の制定」について、資料に基づき説明した。 

11月5日に例規審査を行い、「ビラ作成請求書」に記載のある振込

先について、指摘を受けた。そのため、他の公営と同様の記載に変更

した。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 議題(3)「半田市議会議員及び半田市長の選挙における選挙運動用

ビラの作成の公営に関する規程の制定」ついて、事務局提示案のとお

り決定した。 

次に、報告事項(1)「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了

による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律」について、事務局に

説明を求めた。 

事務局 報告事項(1)について、資料に基づき説明した。 

統一地方選挙は、地方公共団体の議会の議員及び長の任期が4年であ

ることから、4年ごとに特例法を制定することにより、実施されてい

る。従って、都道府県の議会の議員の選挙期日は、平成31年4月7日

（日）、市議会の議員の選挙期日は、平成31年4月21日（日）にそれ

ぞれ執行する旨を説明した。 



委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 報告事項(1)について、事務局の説明のとおり内容を確認した。 

続いて、報告事項(2)「平成30年度新成人向け啓発実施要綱」につ

いて、事務局に説明を求めた。 

事務局 報告事項(2)について、資料に基づき説明した。 

愛知県知事選挙及び統一地方選挙を控え、有権者である新成人に対

して選挙啓発を行い、投票率の向上を図ることを目的として、平成31

年1月13日（日）10時～11時に雁宿ホールにて、啓発グッズ（冊子）

を配布する旨について説明をした。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問、意見等なし。 

委員長 報告事項(2)について、事務局の説明のとおり内容を確認した。 

続いて、報告事項(3)「その他」として、事務局に説明を求めた。 

事務局 報告事項(3)について、資料に基づき説明した。 

12月21日に開催した愛知県知事選挙立候補予定者説明会には、資料

に記載のある2名が出席した旨を説明した。 

委員長 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員全員 質問意見等なし。 

委員長 報告事項(3)について、事務局の説明のとおり内容を確認した。 

続いて、次回の委員会開催日時について、事務局に説明を求めた。 

事務局 

 

次回の選挙管理委員会の開催日時について、次のとおり確認した。 

次回の委員会は、2 月 3 日（日）午前 11 時から市役所 3 階和室に

て開催すること。 

委員長 次回の定例選挙管理委員会の開催は、 

平成 31 年 2 月 3 日（日）午前 11 時から市役所 3 階和室にて開催

すること、 

について各委員の予定を確認した。 

 

委員会の閉会宣言。 

 


